
予定価格

（税抜き）円

（土木一式工事）

令和7年 令和8年 令和8年 令和8年

橋梁下部工事（A1橋台） N＝1基 12月24日 1月7日 1月19日 1月7日

全回転式オールケーシング工 (水) (水) (月) (水)

N＝16本

逆T式橋台 V＝909㎥ 令和8年

1月21日

(水)

午後1時10分

令和8年 令和8年 令和8年 令和8年

1月6日 1月16日 1月20日 1月9日

(火) (金) (火) (金)
工　期

本契約の効力を生ずる日の翌日から

令和9年2月5日(金)まで

（土木一式工事）

令和7年 令和8年 令和8年 令和8年

橋梁下部工事（A2橋台） N＝1基 12月24日 1月7日 1月19日 1月7日

全回転式オールケーシング工 (水) (水) (月) (水)

N＝16本

逆T式橋台 V＝928㎥ 令和8年

1月21日

(水)

午後1時30分

令和8年 令和8年 令和8年 令和8年

1月6日 1月16日 1月20日 1月9日

(火) (金) (火) (金)
工　期

本契約の効力を生ずる日の翌日から

令和9年2月5日(金)まで

別紙概要

筑西市建設工事条件付き一般競争入札（電子入札）に関する概要

整理
番号

工事名 工事場所 発注所管工　　事　　概　　要 開札日時

午後5時
まで

午後5時
まで

建設部
道路建設課

J
V
①

R7国補社総交第3
号玉戸・一本松線
道路整備工事

筑西市玉
戸地内

午前9時
から

午前9時
から

午前9時
から

J
V
②

R7国補社総交第4
号玉戸・一本松線
道路整備工事

筑西市一
本松地内

（令和７年度建設工事業者格付表による）
■下記条件①及び②に該当する者であること。
　なお、代表構成員は②に該当する者とする。
①特定建設工事共同企業体　２者JV
・代表構成員 筑西市内の本店で登録し、土木一式
工事における市内ランクAの者で、特定建設業の許
可を有する者であること。
・構成員 筑西市内の本店で登録し、土木一式工事
における市内ランクAの者であること。
・出資比率 特定建設工事共同企業体の出資比率
の下限は30％とする。ただし、代表構成員の出資比
率は構成員中最大とする。
②過去20年度以内（平成17年４月１日から令和７年
３月31日まで）に国内において竣工した国、県、市
町村又は特殊法人が発注する橋梁工事（高欄・防
護柵工、橋面舗装工、塗装工を除く。）を元請として
施工した実績があること（共同企業体の構成員とし
ての実績は、出資比率が20％以上のものに限
る。）。

この入札は、最低制限価格を設定しています。設定
基準については、ホームページ（特設ページ・事業
者向け→入札・契約に関するお知らせ→最低制限
価格について）を参照してください。

落札候補者の決定方法については、筑西市ホーム
ページの「入札心得」を参照してください。

（令和７年度建設工事業者格付表による）
■下記条件①及び②に該当する者であること。
　なお、代表構成員は②に該当する者とする。
①特定建設工事共同企業体　２者JV
・代表構成員 筑西市内の本店で登録し、土木一式
工事における市内ランクAの者で、特定建設業の許
可を有する者であること。
・構成員 筑西市内の本店で登録し、土木一式工事
における市内ランクAの者であること。
・出資比率 特定建設工事共同企業体の出資比率
の下限は30％とする。ただし、代表構成員の出資比
率は構成員中最大とする。
②過去20年度以内（平成17年４月１日から令和７年
３月31日まで）に国内において竣工した国、県、市
町村又は特殊法人が発注する橋梁工事（高欄・防
護柵工、橋面舗装工、塗装工を除く。）を元請として
施工した実績があること（共同企業体の構成員とし
ての実績は、出資比率が20％以上のものに限
る。）。

この入札は,最低制限価格を設定しています。設定
基準については、ホームページ（特設ページ・事業
者向け→入札・契約に関するお知らせ→最低制限
価格について）を参照してください。

落札候補者の決定方法については、筑西市ホーム
ページの「入札心得」を参照してください。

同日開札の電子入札（一般競争入札整理番号JV
①）において落札候補者となった者は、この入札へ
の参加資格を失うものとする。

午前9時
から

午後5時
まで

173,580,000

午後5時
まで

建設部
道路建設課

172,280,000

入　札　参　加　資　格　条　件

午後5時
まで

午後5時
まで

午後5時
まで

特定建設工
事共同企業
体関係書類
提出期間

入札参加
申請期間

入札書及び
工事内訳書
提出期間

設計図書等
に関する質
問受付期間

午前9時
から

午前9時
から

午前9時
から

午前9時
から

午後5時
まで

※提出用ファイルの作成方法については、市ＨＰに掲載してあります。


